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教
員
増
員
の
問
題
で
は

「
定
員
増
を
国
に
働
き
か

け
て
い
き
た
い
」
と
回
答
。

質
問
に
答
え
て
県
教
委
は
、

休
職
は
小
中
学
校
と
県
立

高
校
合
わ
せ
て
、
年
間
１

１
０
人
～
１
２
０
人
程
度
、

そ
の
う
ち
の
８
０
人
～
９

０
人
は
心
の
病
だ
」
と
答

え
ま
し
た
。

え
ん
ど
久
子
市
議
は

「
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
や

民
間
校
長
な
ど
で
さ
ら
に

病
気
が
増
え
る
の
で
は
。

３
０
人
学
級
は
効
果
が
あ

り
、
い
じ
め
や
学
級
崩
壊
・

学
力
な
ど
の
問
題
で
も
教

員
の
増
員
が
何
よ
り
も
大

事
だ
」
と
迫
り
、
県
教
委

と
し
て
も
教
員
を
増
や
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し

た
。

教
育
委
員
会
に
は
、

３
０
人
学
級
の
拡
大
や

正
規
教
員
・
加
配
教
員

の
増
員
、
民
間
人
校
長

の
導
入
は
し
な
い
こ
と
、

な
ど
を
要
望
し
ま
し
た
。

民
間
人
校
長
は
来
年
度

か
ら
実
施
予
定
で
、
住

宅
販
売
会
社
役
員
と
大

規
模
小
売
店
元
部
長
の

２
名
が
内
定
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
新
し
い
教
職

員
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム

は
に
つ
い
て
「
相
対
評

価
で
給
料
に
も
影
響
す

る
も
の
で
問
題
だ
。
教

員
間
の
信
頼
関
係
を
損

な
う
心
配
が
あ
り
、
学

校
現
場
か
ら
も
反
対
の

声
が
上
が
っ
て
い
る
」

と
、
実
施
し
な
い
よ
う

要
望
し
ま
し
た
。

この議会報告は、政務調査費で作成

しています。みなさんのご意見ご要

望などをお寄せ下さい。

１
１
月
６
日
、
別
府
市
議
３
名
な
ど
県
下
の
日

本
共
産
党
議
員
な
ど
は
、
新
年
度
予
算
に
向
け
大

分
県
と
の
交
渉
を
行
な
い
ま
し
た
。
１
０
月
８
日

に
申
し
入
れ
た
各
分
野
の
２
３
５
項
目
に
わ
た
る

要
望
に
つ
い
て
の
文
書
回
答
を
受
け
、
１
０
時
半

か
ら
午
後
４
時
ま
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

新
年
度
に
民
間
人
校
長
２
人
を
予
定

先
生
の
増
員
を
強
く
要
望

文
科
省
は
教
員
５
５
０
０
人
を
要
求

１
０
月
２
２
日
に
上
京

し
た
際
に
、
文
部
科
学
省

に
も
実
態
を
訴
え
教
員
の

増
員
な
ど
で
説
明
を
求
め

ま
し
た
。

文
部
科
学
省
の
担
当
者

は
「
来
年
度
に
向
け
５
５

０
０
人
の
定
数
改
善
要
求

を
し
た
。
必
要
な
も
の
は

確
保
し
た
い
」
と
説
明
。

高
校
授
業
料
の
無
償
化

に
つ
い
て
は
「
来
年
度
よ

り
実
施
し
た
い
。
奨
学
金

の
大
幅
拡
充
に
努
め
た
い
。

す
べ
て
の
人
に
奨
学
金
を

貸
せ
る
よ
う
に
、
無
利
子

の
奨
学
金
の
拡
充
を
予
算

要
求
し
て
い
る
」
と
の
こ

と
で
し
た
。



議員は市民とのパイプ・行政の監視役

議員定数についての日本共産党議員団の意見

行財政・議会改革等推進特別委員長 河野 数則 殿

２００９年１０月１９日 日本共産党議員団

「協議素案」として出されている２４名には反対します。定数は現状の２９名で

よいと考えます。法定数上限の３４名から、すでに５名も減員されており、これ以

上の減員は議会の機能を果たすうえで支障をきたす恐れがあるとともに、県下の他

市へ悪影響を与えかねません。

議会には、「主権者である住民とのパイプ役」「予算や条令制定などの立法機能」

「行政に対する監視役」など、重要な機能があります。これ以上の減員は、住民と

のパイプを細くし、監視役としての力を弱めることになり、決して住民のためには

なりません。

また議員定数削減は「行政改革の一環」として検討されていますが、平成２０年

度決算に占める議会費の割合は０．９％に過ぎず、たとえ定数を若干減らしても、

財政難の解決にはなりません。現在の地方財政危機の真の原因は、「地方分権」を

掲げながら地方向け財源を大幅に削減してきた国の政治にあります。平成１１年度

と２０年度決算を比較すると、地方交付税を約２４億円、国庫支出金を約１７億円、

合計４１億円も削減しています。

もちろん議会費も経費の削減に努めるべきですが、すでにこれまでも、議員報酬

の削減や特別委員会の廃止、行政視察の縮減などを行ってきました。こうした事実

をお知らせするとともに、「民主主義の経費」として一定の経費は必要だというこ

とを訴えるべきです。

また、別府市議会では他市に比べても一般質問をする議員が多いなど、「住民と

のパイプ役」「行政の監視役」などの仕事を活発に遂行している現状を、広く市民

にお知らせすべきです。

１０月２２日、別府市議会特別委員会で議員定数についての

話し合いがありました。国会議員の日程の都合などでこの日、

日本共産党議員団は政府レクチャーのため上京しており、定数

削減に反対の意見を特別委員会に下記の文書を提出しました。

議員定数削減反対の世論を強めましょう。


